
一関市教育振興基本計画（概要版） 
≪計画期間：平成 28 年（2016）年度～令和７（2025）年度≫ 

「学びの風土を礎に 心豊かにたくましく 

     郷土の誇りを未来につなぐ 一関の人づくり」 

計画の概要                                     

○ 一関市教育振興基本計画とは

 ・ 教育基本法に基づき、平成 28（2016）年度から令和７（2025）年度までの 10 年間の本市が

目指すべき教育目標や施策を総合的かつ体系的に示したものです。市総合計画等との総合性を

図りながら、計画に沿って、着実な教育の振興に取り組んでいきます。

○ 計画の範囲と構成

 ・ 当市教育委員会所管の学校教育や社会教育に関する施策や事業を対象とします。

※ 市長部局所管のスポーツ（学校体育を除く。）及び文化（文化財保護を除く。）は、含みません。

 ・ この計画は、総論（今後 10 年間の基本目標など）と各論・事業計画（前期・後期の５年間で

取り組む施策や事業）で構成します。

計画の推進、進行管理                              

○ 計画の推進

 ・ 施策の取組状況等を積極的に情報発信し、より多くの市民の参画を得る取組を進めます。

・ 学校、家庭、地域、企業、行政が共通理解のもと、当市の教育行政に携わる全ての関係者の連

携・協働を推進します。

 ・ 市長部局が担う子育て支援、文化、スポーツ、防災等の関係部局との連携を図りながら、計画

を推進します。

 ・ 教育委員会における横断的な施策の推進にあたっては、迅速かつ柔軟に取り組めるよう、組織

及び職員間の連携を一層していきます。

○ 計画の進行管理

 ・ 計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の PDCA

サイクルにより、継続的に改善を図ります。

 ・ 具体的には、毎年度、教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

より効果的かつ効率的な事業実施に向けた見直しを図るとともに、成果の向上につなげていき

ます。

 ・ 毎年度の教育委員会の事務の点検及び評価については、報告書にまとめ、議会に提出するとと

もに、市ホームページに掲載し、公表します。



 山メソッド（百ます計算・音読）の導入 

英語教育の充実 

ことばの時間の設定 

ＩＣＴの授業への活用 

働き方改革の推進 

学校運営協議会制度の試行 

専門的支援のための人材育成 

電子書籍の導入 

ＩＣＴを活用した展示解説 

世界遺産拡張登録の推進 

・基礎計算力、集中力の向上 

・小学校英語導入に対応した外国語指導専門員の配置 

・英語検定受験者への支援 

・ことばのテキスト「言海」の改訂 

・暗唱の推奨 

・情報を主体的に選択、処理、活用できる能力の向上 

・デジタル教材の充実 

・適正な勤務時間の設定 

・適切な部活動時間の設定 

・地域人材の活用 

・開かれた学校づくり 

・社会教育を担う人材の養成 

・研修機会の充実 

・図書館サービスの高度化 

・常設展示の充実 

・骨寺村荘園遺跡の調査研究 

新しい生活様式への対応 

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

の理念の浸透 

全体を通して 

感染症対策を常に意識した施策の推進 

ＳＤＧｓの理念に基づいた施策の推進 

・学校図書館と市立図書館との連携の強化 

学校再編 

・学校規模の適正化 

学校図書館ネットワークの構築 

後期事業計画のポイント（追加・見直し項目）

後期事業期間における新規施策・充実させる施策 


